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第６章 高齢者・障害児者福祉施設再編整備第１次実施計画【改訂版】

１．改訂版策定の経緯 （新設） 

  平成３０年３月に、施設の老朽化対策や公設・民設施設の基本的な考え方 

を記した「基本計画」と、各施設の具体的な対応方針を示した「第 1次実施 

計画」を策定し、順次、取組を進めてきました。 

  この取組を推進する中で、令和３年度から譲渡民設化を予定していた特別 

養護老人ホーム３施設について、移管先運営法人の応募が得られなかったこ 

とから、１施設は運営を一時休止、２施設は指定期間を変更（３年間の延 

長）し運営を継続することとなりました。 

  施設の一時休止に伴い、入居者及び御家族に多大な負担を生じさせてしま 

ったことを重く受け止め、今後の取組において同様の事案を再度発生させる 

ことが無いよう、この度の原因・課題について検証を行いました。 

  第１次実施計画については、この検証を踏まえた今後の方向性に加え、令 

和３年８月末時点における計画の進捗状況等を反映した「改訂版」を策定 

し、本計画を引き続き推進していくこととします。 

第６章 高齢者・障害児者福祉施設再編整備第１次実施計画 
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２．施設ごとの方向性、取組の考え方 

（１）公設施設の再編整備 

① 特別養護老人ホーム 

平成３０年３月策定の第１次実施計画においては、次とおり取組事項を 

  記載していました。 

特別養護老人ホームについては、民間により質の高いサービスが十分に 

提供されるようになってきたことから、老朽化が進行していない施設は、 

現行の指定管理期間が経過した後に、譲渡又は貸付により民設化を図りま

す。 

また、老朽化が著しい等、建替えにメリットがある施設、施設規模によ 

り経営に課題がある施設については、老朽化の状況、用地確保の調整を踏 

まえながら、建替えによる民設化を図ることとし、「長沢壮寿の里」につ 

いては、「川崎市高齢社会福祉総合センター」の移転後、現地での建替え 

を進めます。「多摩川の里」については、現指定管理期間終了後、貸付に 

より民設化を図るとともに、現在、整備を予定している「中原老人福祉セ 

ンター」の移転後の跡地活用を含め、建替えによる再編整備に向け検討を 

行います。 

この取組の結果、令和３年８月末時点における状況は、次のとおりとな 

  っています。 

○「夢見ヶ崎」、「すみよし」…譲渡・民設化済（令和３年４月～） 

○「ひらまの里」、「多摩川の里」…貸付・民設化済（令和３年４月～） 

＊「多摩川の里」については、計画策定時に、建替えによる再編整備に向

け検討を行うこととしていましたが、令和３年４月に大規模修繕補助制

度（P93 参照）を創設したことから、法定耐用年数をさらに上回る長寿命

化を図るという原則に立ち返り、計画的な修繕による長寿命化を図るこ 

ととしました。 

１．施設ごとの方向性、取組の考え方 

（１）公設施設の再編整備 

① 特別養護老人ホーム 

特別養護老人ホームについては、民間により質の高いサービスが十分に 

提供されるようになってきたことから、老朽化が進行していない施設は、 

現行の指定管理期間が経過した後に、譲渡又は貸付により民設化を図りま

す。 

また、老朽化が著しい等、建替えにメリットがある施設、施設規模によ 

り経営に課題がある施設については、老朽化の状況、用地確保の調整を踏 

まえながら、建替えによる民設化を図ることとし、「長沢壮寿の里」につ 

いては、「川崎市高齢社会福祉総合センター」の移転後、現地での建替え 

を進めます。「多摩川の里」については、現指定管理期間終了後、貸付に 

より民設化を図るとともに、現在、整備を予定している「中原老人福祉セ 

ンター」の移転後の跡地活用を含め、建替えによる再編整備に向け検討を 

行います。 
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○「長沢壮寿の里」…隣接する「川崎市高齢社会福祉総合センター」の移 

転・解体後の跡地も活用しながら、民間法人による現地建替を行いま 

す。 

法人選定済（令和２年１０月）であり、令和６年度末開設予定。 

○「こだなか」…譲渡・民設化に応募が得られなかったため、施設を一時 

休止中。 

○「陽だまりの園」、「しゅくがわら」…譲渡・民設化に応募が得られな 

かったため、指定期間を変更（３年間延長。令和５年度末まで）。 

○「こだなか」、「陽だまりの園」、「しゅくがわら」については、令和 

３年８月にとりまとめた検証結果を踏まえ、次のとおり取組を推進しま 

す。 

ア 「こだなか」 

  ○令和４年度中の譲渡・民設化（運営再開）に向けて取組を進めます。 

  ○公募にあたっては、市負担金による施設修繕の実施及び大規模修繕補助 

制度（P93参照）の適用を公募要項に明記する他、諸条件を丁寧に説明し 

ます。 

  ○定員は５０名を基本とし、（看護）小規模多機能型居宅介護の設置を目指 

します。 

イ 「陽だまりの園」、「しゅくがわら」 

  ○令和６年度からの譲渡・民設化に向け、令和４年９月の公募に向けた取 

組を進めます。 

  ○施設老朽化への対応として、令和３年度に市負担金を活用し、運営法人 

による修繕を実施します。 

  ○公募にあたっては、大規模修繕補助制度（P93 参照）の適用を公募要項に 

明記する他、諸条件を丁寧に説明します。また、一定条件の下、民設化 

後の事業転換等の提案を受入れ可能とします。 

○「しゅくがわら」については、現在対象外となっている職員雇用費助成の 

適用に向けた具体的な調整を進めます。 
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※民間特別養護老人ホーム等大規模修繕補助制度

 本市の特別養護老人ホームは、人材確保の課題等により、近隣都市と比較し人

件費率が高く、収益性が低い傾向があり、大規模修繕のための資金が積み立てら

れない現状があることから、必要な修繕を計画的に実施できるよう、大規模修繕補助

制度を創設しました。

【施 工 日】 令和３年４月１日

【目   的】 民間特別養護老人ホーム等の計画的な修繕を促進し、施設の

長寿命化と安全・快適に施設を利用できる環境整備を行うこ

とを目的とする。

【対 象 施 設】 市内の民間特別養護老人ホーム及び民間養護老人ホーム

※築１０年を経過している施設が対象

【補 助 率】 〇１／２

※ただし、旧公設施設及び措置制度下に開設した施設は、そ

の期間に応じて最大で３／４を上限とする

【補助上限額】 〇原則

補助基準額(100,000 千円)×1/2 ＝ 50,000 千円(補助上限額) 
〇旧公設施設及び措置制度下に開設した施設

補助基準額(100,000 千円)×3/4 ＝ 75,000 千円(補助上限額) 
【対 象 工 事】 〇長寿命化に資する、建築工事、設備工事、設備更新等に係

る直接・間接工事費及び工事監理費

【事業期間等】 〇社会福祉法人による２か年事業 (初年度 5%、次年度 95%) 
〇当該補助制度の活用は１０年間に１回

【対象施設数】 〇各年度１０施設程度（原則、築年数が古い施設を優先）

【補助条件等】 〇補助申請時に、施設の長寿命化に資する「中長期保全（修

繕）計画」を提出

〇施工業者の決定は、原則、市内業者による一般競争入札
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【計画期間の取組】 

② 養護老人ホーム 

 養護老人ホームについては、措置施設であり経常収支が厳しいことか 

ら、公設施設については当面指定管理者制度による運営を継続するものと 

し、老朽化に伴う建替え時期に合わせ民設化を検討します。 

また、措置費精算方式による運営形態により、建替え費用の積み立てが 

   困難であることから、将来の建替えを行う場合には、補助のあり方につい 

て別途検討します。 

【計画期間の取組】   ※令和元年７月１０日、令和元年１２月１９日の計画変更反映版

② 養護老人ホーム 

養護老人ホームについては、措置施設であり経常収支が厳しいことか 

ら、公設施設については当面指定管理者制度による運営を継続するものと

し、老朽化に伴う建替え時期に民設化を図ります。 

また、措置費精算方式による運営形態により、建替え費用の積み立てが 

困難であることから、将来の建替えを行う場合には、補助のあり方につい 

て別途検討します。 
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【計画期間の取組】 

③ 老人デイサービスセンター 

（略）※変更なし

【計画期間の取組】 

【計画期間の取組】 

③ 老人デイサービスセンター 

（略）

【計画期間の取組】
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④ 障害者支援施設 

  障害者支援施設については、民間により質の高いサービスが十分に提供

されるようになってきたことから、老朽化が進行していない「れいんぼう

川崎」については、令和３年３月末の指定管理期間が経過した後に、譲渡に

よる民設化を行いました。

なお、施設機能としては、地域リハビリテーションの枠組みにおける専

門的支援を提供する施設として、引き続き、機能を継続しています。

「柿生学園」については、老朽化が著しい等、建替えにメリットがある

ことから、老朽化の状況、用地確保の調整を踏まえながら、現地での建替

えによる民設化を図ることとし、建替え時の仮移転先等の調整を進めま

す。

なお、建替え実施までの期間は、指定管理者制度により引き続き、公設

施設として運営を継続します。

「井田重度障害者等生活施設」については、運営実績を定期的に評価す

る必要があるなど、行政の関与が強く求められる施設であるため、指定管

理者制度により引き続き運営します。

【計画期間の取組】 

④ 障害者支援施設 

障害者支援施設については、民間により質の高いサービスが十分に提供

されるようになってきたことから、老朽化が進行していない「れいんぼう

川崎」については、現行の指定管理期間が経過した後に、譲渡により民設

化を図ります。

なお、施設機能としては、地域リハビリテーションの枠組みにおける専

門的支援を提供する施設として、引き続き、機能の継続について検討しま

す。

「柿生学園」については、老朽化が著しい等、建替えにメリットがある

ことから、老朽化の状況、用地確保の調整を踏まえながら、現地での建替

えによる民設化を図ることとし、建替え時の仮移転先等の調整を進めま

す。

なお、建替え実施までの期間は、指定管理者制度により引き続き、公設

施設として運営を継続します。

「井田重度障害者等生活施設」については、運営実績を定期的に評価す

る必要があるなど、行政の関与が強く求められる施設であるため、指定管

理者制度により引き続き運営します。

【計画期間の取組】 
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⑤ 障害者通所施設(生活介護を提供する施設(一部例外あり) 

障害者通所施設については、民間により質の高いサービスが十分に提供

されるようになってきたことから、他の施設と合築である「くさぶえの

家」「かじがや障害者デイサービスセンター」「御幸日中活動センター」 

については、令和３年３月末の指定管理期間が経過した後に、貸付による

民設化を行いました。 

今後、老朽化が著しい等、建替えにメリットがある施設については、老

朽化の状況、用地確保の調整を踏まえながら、建替えによる民設化を図る

こととし、建替えにより生じる用地を活用しながら、計画的に建替え民設

化を進めます。 

  各地域リハビリテーションセンター内に設置する施設（北部日中活動セ

ンター、中部日中活動センター、南部日中活動センター）については、行

政が関与しながら、地域リハビリテーションセンターとして他の施設も含

めた一体的な施設運営を行う必要があるため、指定管理者制度による運営

を継続します。 

⑤ 障害者通所施設(生活介護を提供する施設(一部例外あり) 

  障害者通所施設については、民間により質の高いサービスが十分に提供

されるようになってきたことから、他の施設と合築である「くさぶえの

家」「かじがや障害者デイサービスセンター」「御幸日中活動センター」 

については、現行の指定管理期間が経過した後に、貸付により民設化を図

ります。 

    また、老朽化が著しい等、建替えにメリットがある施設については、老

朽化の状況、用地確保の調整を踏まえながら、建替えによる民設化を図る

こととし、建替えにより生じる用地を活用しながら、計画的に建替え民設

化を進めます。 

    各地域リハビリテーションセンター内に設置する施設（百合丘日中活動

センター、井田日中活動センター）については、行政が関与しながら、地

域リハビリテーションセンターとして他の施設も含めた一体的な施設運営

を行う必要があるため、指定管理者制度による運営を継続します。 
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【計画期間の取組】 【計画期間の取組】
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⑥ 障害者通所施設(就労移行支援、就労継続支援のみ提供する施設) 

（略）※変更なし

【計画期間の取組】 

⑥ 障害者通所施設(就労移行支援、就労継続支援のみ提供する施設) 

（略）

【計画期間の取組】
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⑦ 障害者グループホーム・福祉ホーム 

（略）※変更なし

【計画期間の取組】

⑦ 障害者グループホーム・福祉ホーム 

（略）

【計画期間の取組】
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⑧ その他の施設 

専門機関として重要な公的な役割を担っている施設、地域支援・調整機

能を有する等、施設運営には、市の継続した関与の必要な施設、給付費の

みでは運営が困難である以下の施設については、引き続き、公設施設とし

て、指定管理者制度による運営を継続します。 

なお、指定管理者制度を継続する施設については、次の視点から取組・

検討を継続していきます。 

ア 事業者の募集・選定に係る各種プロセスについて、適切にスケジュー

ル管理を行っていきます。 

○ 指定管理者が変わる場合は、施設利用者の引き継ぎ等が必要となると

ともに、応募が無い場合は施設の運営が休止となり、利用者に不利益が

生じることから、年度評価やモニタリング等の機会を捉え、現行指定管

理者に次期指定期間における運営継続の意思を確認するほか、公募時期

を検討するなど、事業休止へのリスクに備えていきます。 

イ 年度ごとの指定管理者評価等において、将来的な施設運営に関する意

見や課題も含めて、法人の考え方を把握するとともに必要な改善を行っ

ていきます。 

○ 年度評価等の機会を捉え、指定管理者から寄せられた意見等を把握の

上、評価に反映させるとともに、施設運営上の問題点・課題等の把握・

改善に努め、指定管理者と協議・調整を行いながら、より良いサービス

が提供できるよう取り組んでいきます。 

ウ 中長期的な施設運営の観点から、施設特性等を踏まえ、原則５年とす

る指定期間の設定について調整を行っていきます。 

○ 福祉施設は利用者との関係性が重要であり、安定的したサービスを継 

続的に提供することが望まれていることから、原則５年とする指定期間

については、施設の特性を踏まえ５年以上の期間に設定することなど、

非公募更新制の導入と併せて検討していきます。 

⑧ その他の施設 

専門機関として重要な公的な役割を担っている施設、地域支援・調整機

能を有する等、施設運営には、市の継続した関与の必要な施設、給付費の

みでは運営が困難である以下の施設については、引き続き、公設施設とし

て、指定管理者制度による運営を継続します。 
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【対象施設】★は、地域リハビリテーションセンター内の施設 

○ 障害者地域生活支援センター 

★中部地域生活支援センター 

★北部地域生活支援センター 

○ 障害児入所施設 

・中央療育センター 

○ 療育センター 

・中央療育センター  

・南部地域療育センター  

・北部地域療育センター 

○ 身体障害者福祉会館 

・南部身体障害者福祉会館（会館機能） 

・中部身体障害者福祉会館（会館機能） 

・北部身体障害者福祉会館（会館機能） 

・多摩川の里身体障害者福祉会館（会館機能） 

○ 障害者情報文化センター 

・視覚障害者情報文化センター  

・聴覚障害者情報文化センター 

【対象施設】★は、地域リハビリテーションセンター内の施設 

○ 障害者地域生活支援センター 

★井田地域生活支援センター 

★百合丘地域生活支援センター 

○ 障害児入所施設 

・中央療育センター 

○ 療育センター 

・中央療育センター  

・南部地域療育センター  

・北部地域療育センター 

○ 身体障害者福祉会館 

・南体身体障害者福祉会館（会館機能） 

・中部身体障害者福祉会館（会館機能） 

・北部身体障害者福祉会館（会館機能） 

・多摩川の里身体障害者福祉会館（会館機能） 

○ 障害者情報文化センター 

・視覚障害者情報文化センター  

・聴覚障害者情報文化センター 
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【計画期間の取組】 【計画期間の取組】

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営

●指定管理者   施設運営
・聴覚障害者情報文化セン
ター 継続実施

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新

 多摩川 里身体障害者福
祉会館

継続実施
(期間R3 )

(期間R3 )

(期間R3 )

 中央療育    継続実施

指定管理者更新
(期間R1 )

身体障害者福祉会館
(会館機能) 【公設】

・南部身体障害者福祉会館 継続実施
(期間R3 )

 北部地域療育    継続実施

移転
(場所は未定）

R8以降運営開始予定

視覚・聴覚障害者情報文化
センター 【公設】

・視覚障害者情報文化セン
ター

継続実施

・中部身体障害者福祉会館 継続実施

 北部身体障害者福祉会館 継続実施

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新
(期間R7 )

(期間R8 )

(期間R8 )

(期間R6 )

障害者地域生活支援ｾﾝﾀｰ
【公設】

 井田重度障害者等
生活施設

継続実施

障害者通所施設
【公設】

障害者支援施設
【公設】

・北部日中活動ｾﾝﾀｰ 継続実施

・北部地域生活支援センター 継続実施

・中部地域生活支援センター 継続実施

・南部日中活動ｾﾝﾀｰ
※令和3年度開設

・中部日中活動ｾﾝﾀｰ 継続実施

療育    
【公設】

 南部地域療育    継続実施
(期間R1 )

障害児入所施設
【公設】

 中央療育    継続実施

指定管理者更新

指定管理者更新
(期間R3 ) (期間R8 )

(期間R6 )

施設類型

事業内容・目標
施設名 平成30（2018） 令和元（2019） 令和2（2020） 令和3（2021） 令和4 令和9

年度 年度 年度 年度 （2022 2027）
年度

指定管理者更新
(期間R5 )

指定管理者更新
(期間R5 )

指定管理開始
(期間R3 )

指定管理者更新
(期間R3 )

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新

指定管理者更新
(期間R5 )

指定管理者更新 指定管理者更新
(期間R3 ) (期間R8 )

(期間R8 )

(期間R8 )

(期間R3 )

移転
(場所は未定）

R8以降運営開始予定

(期間R2 )

(期間R3 )

指定管理者更新指定管理者更新

(期間R8 )

(期間R8 )
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３．市有地の活用による再編整備 

（略）※変更なし

（１）市営大島住宅福祉施設用地

① （略）※変更なし

② 当初予定

・市営大島住宅の建替えに伴う福祉施設整備用地として位置付けられてお

り、廃止する「わーくす大島」の利用者の受け入れを条件として、近隣に所

在する障害者通所施設「かざぐるま」の老朽化に伴う建替え用地として活用

することとしていました。

③ 取組結果

・令和３年４月に、障害者通所施設「かざぐるま」の後継施設となる障害者

通所施設「おおしま」の運営を開始しました。令和３年１０月には、「わー

くす大島」の利用者の移管が行われる予定です。

２．市有地の活用による再編整備 

（略）

（１）市営大島住宅福祉施設用地 

① （略） 

② 現状 

・市営大島住宅の建替えに伴う福祉施設整備用地として位置付けられてい 

ます。 

③ 活用方針 

・廃止する「わーくす大島」の利用者の受け入れを条件として、近隣に所 

在する障害者通所施設「かざぐるま」の老朽化に伴う建替え用地として活 

用します。 
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（２）中原老人福祉センター用地(移転後) 

① （略）※変更なし

② 現状 

・計画策定時において、現施設は、日本医科大学武蔵小杉キャンパス再開

発計画に併せ令和７（２０２５）年度を目途に移転を予定していました 

が、スケジュールを精査した結果、現在の想定では令和８年（２０２

６）年度の移転予定となっています。

なお、移転後の跡地活用については、具体的な活用方策までは決定し

ていません。 

③ （略）※変更なし

（２）中原老人福祉センター用地(移転後) 

① （略）

② 現状 

・現施設は、日本医科大学武蔵小杉キャンパス再開発計画に併せ平成３７

（２０２５）年度を目途に移転を予定しています。 

なお、移転後の跡地活用については、具体的な活用方策までは決定して

いません。 

③ （略）
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（３）障害者通所施設（第１やまぶき、第２やまぶき）用地（移転後） 

① （略）※変更なし

② 現状 

老朽化している「第１やまぶき」、「第２やまぶき」については、令和 

３年４月に「久末老人デイサービスセンター跡地」に移転し、新たな施設

での運営を開始しました。旧施設については、令和４年３月までに解体を

完了する予定です。

③ 活用方針 

解体後は、高津区の障害者通所事業所等（延床面積：約１，５００㎡） 

の整備用地として活用します。 

   （略）※変更なし 

（３）障害者通所施設（第１やまぶき、第２やまぶき）用地（移転後） 

① （略）

② 現状 

老朽化している「第１やまぶき」、「第２やまぶき」については、解体

して、別途、通所先を確保することとしています。

③ 活用方針 

高津区の障害者通所事業所等（延床面積：約１，５００㎡）の整備用地 

として活用します。

   （略） 
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４．民設施設の再編整備 

（略）※変更なし

（１）特別養護老人ホーム、養護老人ホーム 

各施設の施設運営法人による長寿命化や大規模修繕の取組に加え、本市が

大規模修繕補助制度（P93参照）による支援を行います。
建替え等にメリットがある施設については、老朽化の度合い、施設の耐用

  年数等を考慮したうえで、建替え等に対する支援を行います。

【計画期間の取組】 

３．民設施設の再編整備 

（略）

（１）特別養護老人ホーム、養護老人ホーム

各施設の施設運営法人による長寿命化や大規模修繕の取組とともに、建替

え等にメリットがある施設については、老朽化の度合い、施設の耐用年数等

を考慮したうえで、建替え等に対する支援を行います。

【計画期間の取組】
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（２）障害者支援施設

各施設の施設運営法人による長寿命化や大規模修繕の取り組みとともに、

建替え等にメリットがある施設については、老朽化の度合い、施設の耐用年

数等を考慮したうえで、建替え等に対する支援を行います。

「授産学園つばき寮」については、昭和５６（１９８１）年の開所から築

３９年が経過し、施設の老朽化が進行しているため、運営法人からの要望も

踏まえつつ、同時期に同じ敷地に建設された「つつじ工房」と併せて、施設

の再編整備に向けた取組を推進しています。

また、当該用地は市街化調整区域であり土地利用規制が厳しいことや、比

較的大規模な計画であるため、計画調整や行政手続きに相当の期間を見込ん

でいます。

【計画期間の取組】

（２）障害者支援施設 

 各施設の施設運営法人による長寿命化や大規模修繕の取り組みとともに、

建替え等にメリットがある施設については、老朽化の度合い、施設の耐用年

数等を考慮したうえで、建替え等に対する支援を行います。

「授産学園つばき寮」については、昭和５６（１９８１）年の開所から築

３６年が経過し、施設の老朽化が進行しているため、運営法人からの要望も

踏まえつつ、同時期に同じ敷地に建設された「つつじ工房」と併せて、施設

の再編整備を検討しています。

また、当該用地は市街化調整区域であり土地利用規制が厳しいことや、比

較的大規模な計画であるため、計画調整や行政手続きに相当の期間を見込ん

でいます。

【計画期間の取組】
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（３）障害者通所施設(生活介護を提供する事業所(一部例外あり)) 

各施設の施設運営法人による長寿命化や大規模修繕の取組とともに、建替

え等にメリットがある施設については、老朽化の度合い、施設の耐用年数等

を考慮した上で、建替え等に対する支援を行います。

   老朽化している「第１やまぶき」、「第２やまぶき」については、廃止し

た「久末老人デイサービスセンター」を改修し、移転先として利用しまし

た。

また、「つつじ工房」については、「授産学園つばき寮」と同時期に同じ

敷地に建設されていますので「授産学園つばき寮」と併せて再編整備に向け

た取組を推進しています。

【計画期間の取組】

（３）障害者通所施設(生活介護を提供する事業所(一部例外あり)) 

  各施設の施設運営法人による長寿命化や大規模修繕の取組とともに、建替

え等にメリットがある施設については、老朽化の度合い、施設の耐用年数等

を考慮した上で、建替え等に対する支援を行います。

   老朽化している「第１やまぶき」、「第２やまぶき」については、廃止す

る「久末老人デイサービスセンター」を改修して利用するとともに、現在の

場所で自力通所が可能な方などについては、近隣での移転先を別途確保する

予定です。

また、「つつじ工房」については、運営法人からの要望も踏まえつつ、

「授産学園つばき寮」と同時期に同じ敷地に建設されていますので「授産学

園つばき寮」と併せて検討します。

【計画期間の取組】
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（４）地域生活支援センター 

（略）※変更なし

【計画期間の取組】

（４）地域生活支援センター 

（略）

【計画期間の取組】
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（５）障害児入所施設、療育センター 

（略）※変更なし

【計画期間の取組】

（５）障害児入所施設、療育センター 

（略）

【計画期間の取組】
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５．再編整備後の施設類型別の施設数 

対象：公設福祉施設４７施設 

４．再編整備後の施設類型別の施設数 

（１）市有地貸与の対象 

（略）

（２）市有地貸与の対象外 

（略）
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６．進行管理 

（略）※変更なし

５．進行管理 

（略）
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＜計画変更の履歴＞ （新設） 

１ 平成３０年３月に策定した当該計画に基づき、民設化を予定している特別養護 

老人ホーム「すみよし」及び「長沢壮寿の里」について、一部計画（民設化の手

法）を変更する。 

（１）変更理由   

   ① 特別養護老人ホーム「すみよし」 

合築施設の機能を含めた譲渡が困難なため、民設化の手法を譲渡から貸付 

に変更するもの。 

② 特別養護老人ホーム「長沢壮寿の里」 

      当初想定していた段階的な建替えが建物構造上困難なことが判明したため、 

全部解体後に建替えを行うものとし、解体までに入居調整等を行う期間を貸 

付とするもの。 

（２）変更年月日 令和元年７月１０日 

２ 令和元年７月１０日に当該計画を一部変更（民設化の手法）した特別養護老人 

ホーム「すみよし」について、再度計画（民設化の手法）を変更する。 

（１）変更理由   

   特別養護老人ホーム「すみよし」については、合築施設の機能を含めた譲渡が

困難なことを理由に、令和元年７月１０日に民設化の手法を譲渡から貸付に変更

したが、議会、関係法人、関係団体からの民設化手法の整合性等に対する意見等

を踏まえ、改めて検討を行った結果、再編整備計画における民設化手法の原則と

している「譲渡・民設化」とする手法を確立できたため、再度計画を変更するも

の。 

（２）変更年月日 令和元年１２月１９日 
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３ 令和３年度に譲渡・民設化を予定していた特別養護老人ホーム３施設（こだな 

か、陽だまりの園、しゅくがわら）については計画どおり民設化が行えず、その 

原因等について検証を行ったことから、検証を踏まえた今後の方向性等を計画に 

反映する。 

また、３施設以外の施設について、計画の進捗状況を踏まえた時点更新を行う。 

（１） 主な改訂箇所 

① 公設施設の再編整備のうち特別養護老人ホームについて 

ア 平成３年８月末現在の全体状況の追加 

イ 「こだなか」の取組の方向性の改定 

    ・令和４年度中の運営再開に向けた取組の推進 

    ・大規模修繕補助制度の適用を公募要項に記載 

    ・定員５０名を基本とし、（看護）小規模多機能型居宅介護の設置を目指す 

ウ 「陽だまりの園」、「しゅくがわら」の取組の方向性の改定 

    ・令和６年度からの譲渡・民設化に向けた取組の推進 

    ・令和３年度に市負担金を活用した施設修繕の実施 

    ・大規模修繕補助制度の適用を公募要項に記載 

・「しゅくがわら」については、現在対象外である職員雇用費助成の適用の 

具体的調整を進める。 

② 特別養護老人ホーム３施設以外の施設の時点更新等について 

  ア 民設化移行状況等の反映 

  イ 対象施設の追加（障害者支援施設「南部日中活動センター」R3.4 月開設） 

  ウ 指定管理継続施設に対する取組の追記 

  エ 視覚・聴覚障害者情報文化センターの指定管理者更新時期の修正 

（２）変更年月日 令和３年１０月１５日


